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第２版はしがき

令和 ３年の少年法改正に伴い、少年警察活動規則及び犯罪捜査規範が一
部改正されました（いずれも令和 ４ 年 ４ 月 １ 日施行）。新たに「特定少年」
の類型が設けられたほか、児童虐待に関するルールが明確化されました。

本書の使い方は、これまでと同じです。
内容のレベルは設問ごとに、全、少、無印の ３段階で表示しています。
初任科の学生など、少年警察に初めて触れる方は、ひとまず全をお読み
ください。実務で少年に接する方は全と少に目を通してください。

近年の統計をみると、非行少年の数は減少傾向にある反面で、児童虐待
など要保護性に関する事案が増加しており、児童相談所等との連携が重要
になっています。また、インターネット利用を巡る問題や福祉犯の被害な
どは、時代とともに姿を変えながら子どもたちの安全を脅かしています。
少年警察活動が多様化するなかで、子どもたちの未来のために日々奮闘
しているみなさんに、エールを送りたいと思います。

令和 ５年 １月

九州管区警察局長
大 塚  尚
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は し が き

本書は、少年警察活動の学習書です。警察官及び少年補導職員を含む警
察職員の皆さんを読者として想定し、入門～中級レベルまでを扱っていま
す。
内容のレベルは設問ごとに、全、少、無印の ３段階で表示しました。
初任科の学生など、少年警察に初めて触れる方は、ひとまず全をお読み
ください。実務で少年に接する方は全と少に目を通してください。

本書が主として扱うのは「少年警察活動規則」を中心とした制度論です。
このほかにも、福祉犯の捜査要領や、少年と向き合う際の心構え、実務上
のノウハウなども必須ですが、本書ではそこまでカバーできませんでした。
福祉犯罪の実態は、時代とともに変容し、刑罰法令やその解釈も大きく
変化しています。各自の研鑽に期待したいと思います。
正しい心構えやノウハウを身に付けることは、ある意味最も重要なこと
ですが、書籍では伝えにくい事柄でもあります。制度面の学習は本書を利
用してなるべく早めに「卒業」し、あとは良い先輩につくなどして、実務
の中で学んでいただきたいと思っています。その一助となることを期待し
て、今回、警察庁指定広域技能指導官の桑原宏樹警部（佐賀県警）から貴重
な原稿をお寄せいただきました。制度学習の合間に熟読玩味してください。

この分野で長年愛読された武石道男『少年警察の実務 １０１ 問』の後継と
して企画を依頼されてから、足掛け ３年が経ってしまいました。週末等の余
暇を使った執筆のため、遅々として進まない作業を支援していただいた立花
書房の安部義彦・萩原祥之の両氏には、感謝を申し上げたいと思います。ま
た、原稿段階でアドバイスをいただいた木元匡警視をはじめとする警察庁
少年課の皆さん、埼玉県警の齋藤正士少年課長、佐賀県警の桒原恭子警部
にもお礼を申し上げます。

問題を抱えた少年も、いつかは立ち直り、未来の日本を支える大人と
なっていきます。
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少年たちが取り返しのつかない失敗をしてしまう前に、彼らに寄り添
い、保護者とともに伴走していく少年警察の活動は、警察官人生／警察職
員人生を賭けるに値する大切な仕事であると信じます。
そうした道を志す皆さんに、本書が多少ともお役に立てば幸いです。

平成 ３０ 年 １ 月

元警察庁少年課長
大 塚  尚
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1

第 １章　少年警察活動の全体像

1 少年警察活動とは何か� 全

〔関係法令〕規則 １ 条、留意事項通達第 １ の ２

少年警察活動とは何ですか。

警察が少年の健全育成を図るために行う様々な活動を総称して

「少年警察活動」といいます。少年犯罪の捜査に限らず、虐待を

受けた児童の保護や保護者の相談対応などの活動を広く含みます。

少年課（係）に限らず、刑事部門、交通部門、地域部門などが

少年を扱うときも、少年警察活動には特別なルールが適用される

ので、全ての警察官・警察職員は少年警察活動について最低限の

知識を備えておく必要があります。

1 　少年警察活動の定義
少年警察活動とは、「少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な

育成を図るための警察活動」をいう（規則 １ 条 １ 項）。

問

答

少年警察ハンドブック第２版_了.indb   1 2023/02/03   14:08:42



2 第１章 少年警察活動の全体像

少年警察活動規則 １ 条 １ 項

この規則は、少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図る

ための警察活動（以下「少年警察活動」という。）に関し、必要な事項を定

めるものとする。

非行防止活動

少年警察活動 保護活動

一般的活動

２ 　非行防止活動
非行防止活動とは、主として非行少年や不良行為少年を対象として行わ

れる非行の防止のための活動である（規則 ３ 章）。

「非行の防止」について定義は置かれていないが、おおむね、少年が刑

罰法令に触れる行為をしないようにすること、さらに、そのおそれがある

状態に陥らないようにすることを意味している１）。

具体的には、少年を対象とする職務質問、少年犯罪の捜査、触法事案や

ぐ犯事案の調査、不良行為少年の補導などがこれに当たる。少年に対する

直接的対応のほかに、保護者に対する連絡指導、学校や職場との連携など

も含まれる２）。

1） 日常用語としての「非行」は、一般に、社会規範からの逸脱や道義に反した行為を意味
するが、少年警察活動はその全てを対象とするわけではない。

2） 少年に対する働き掛けは重要な非行防止活動であるが、警察のみがそれを担当している
わけでないことに留意が必要である。
特に非行少年については、制度上、家庭裁判所や児童相談所により措置が講じられること

が予定されているので、警察が自ら措置するのは、他機関における措置に委ねるまでにいく
らかの時間的間隙が生じる場合において、その間に時機を失することなく対応すべき場合が
あることを想定したものである。したがって、あくまで任意の措置であるとともに、全件送
致主義（少年法 ４１ 条、４２ 条）を没却することのないよう留意する必要がある（留意事項通
達第 4の 2）。警察が裁判所や福祉機関に代わって責任を負うものではないし、また、警察
の措置に時間を費やすことによって本来の措置が遅れてしまってはならない。
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1 少年警察活動とは何か 3

３ 　保 護 活 動
保護活動とは、主として被害少年、要保護少年、児童虐待を受けたと思

われる児童を保護するための活動である（規則 ４ 章）。

ここでいう「保護」とは、おおむね、周囲の助けを必要とする少年に対

して支援を行い、その健全な成長を支えることを意味する３）。

具体的には、児童虐待その他の理由により保護を必要とする少年の早期

発見と保護、児童相談所への通告、犯罪被害を受けた少年やその家族に対

するカウンセリングなどがこれに当たる。

もとより支援の全てを警察が直接行う必要はないから、教育・福祉・医

療等の各専門機関に引き継ぐことも保護活動の一環である。

４ 　一般的活動
一般的活動とは、非行防止と保護の双方に係る一般的な活動である（規

則 ２ 章）。

具体的には、問題を抱える少年を早期に発見するための街頭補導、少年

や保護者からの相談に応じて指導助言を行う少年相談、少年の規範意識の

向上等を図るための各種活動、国民の理解を深めるための情報発信ないし

広報啓発活動、有害環境の影響の排除に向けた関係行政機関への連絡など

がこれに当たる。

3） 警察官職務執行法では、現場措置的に危険な状況から引き離すことを「保護」という。
また、少年法では、非行少年の事件を「保護事件」、少年院に送致するなどの措置を「保護
処分」と呼び、裁判官や家庭裁判所調査官が行う訓戒、助言、補導委託などの事実上の行為
を「保護的処分」ということがある。ここでいう「保護」は、それらとは異なり、日常用語
に近い意味で用いられている。
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第 ２章　少年とその保護者等

18 「少年」とは何か� 全

〔関係法令〕少年法 ２ 条 １ 項、規則 ２ 条 １ 号

次の者は「少年」でしょうか。
①　１9 歳のイラン人（同国法上の成年年齢は １8 歳）

②　２0 歳のインドネシア人（同国法上の成年年齢は ２１ 歳）

③　商店で万引きをした ５歳の男児
④　児童虐待を受けている疑いのある 0歳児

２０ 歳未満の者は、国籍等を問わず、全て「少年」です。

①、③、④は少年ですが、②は違います。

1 　少年の定義
⑴ 少年警察活動において、「少年」とは「２０ 歳に満たない者」をいう

（少年法 ２ 条 １ 項、規則 ２ 条 １ 号）。

少年警察活動規則 ２ 条 １ 号

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

問

答
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50 第２章 少年とその保護者等

一 少年  少年法第 ２ 条第 １ 項に規定する少年をいう。

少年法 ２ 条 １ 項

この法律で「少年」とは、２０ 歳に満たない者をいう。

⑵ 国籍を問わない。外国籍の子供も、本国法上の成年年齢のいかんに

かかわらず、２０ 歳に満たない限りは少年である２３）。

⑶ 民法（明 ２9 法 89）の成年年齢とは関係がない。ただし、成年に達

した少年は「特定少年」として扱われる（少年法 6２ 条、規則 ２ 条 ２ 号）。

２ 　年齢の下限はない
年齢の下限に定めはない（実務講義案 ３１ 頁）。

実際にも、非行防止活動の側面では、小学校低学年程度の児童や幼児を

触法少年として扱う例があるし２４）、保護活動の側面では、児童虐待のケー

スのように、 ０歳児でも少年警察活動の対象とする必要がある。

いずれにしても、一律の下限を設けることは適当でない２５）。

23） もちろんこれは少年警察活動上の扱いであり、経済取引や婚姻・養子縁組などに関する私
法上の効力は国際私法により規律される。

24） 乳幼児は、通常、触法少年やぐ犯少年として扱う実益に乏しいが、制度的に除外されてい
るわけではない。したがって、事実関係を調査して真相を明らかにする必要がある場合は、
触法調査等の対象とすることができる。例えば、一見すると幼児による事案であるが、触法
少年による間接正犯であることが後に判明する可能性などを考えると、調査により証拠を保
全しておくことが必要なケースはあり得る。

25） 青少年保護育成条例では、地域により、青少年の定義規定において年齢の下限を定めてい
る例がある。
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第 ３章　一般的活動

３４ 少年警察活動における一般的活動とは何か

〔関係法令〕規則 ２章、留意事項通達第 ３

1 　一般的活動
非行防止と保護の双方に共通する各種活動を総称して「一般的活動」と

いう（規則 ２ 章）。

それぞれの内容は、各設問で解説する。

少年警察活動規則に規定されている一般的活動

・街頭補導（ ７ 条）

・少年相談（ 8 条）

・少年の規範意識の向上等に資する活動（ 9 条）

・情報発信（１０ 条）

・有害環境の影響の排除に係る都道府県知事への連絡等（１１ 条）
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第 ４章　不良行為少年

４３ 不良行為少年とは� 全

〔関係法令〕規則 ２ 条 ７ 号、１４ 条、留意事項通達第 8 、H２０.１０.１７「『不良行為少

年の補導について』の制定について」

不良行為少年を発見したときはどうすべきですか。

次の措置を検討する必要があります。

① 補   導

② 保護者等への連絡

③ 継続補導

④ 少年補導票等の作成

なお、非行少年や要保護少年にも該当する疑いがある場合は、

事実関係を更に捜査・調査する必要があります。

1 　不良行為少年
⑴ 不良行為少年とは、非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜

はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為（不良行為）をしている

少年をいう（規則 ２ 条 ７ 号）。

そのまま放置すれば、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがあ

問

答
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第 5 章　犯 罪 少 年

４8 犯罪少年とは� 全

〔関係法令〕規則 ２ 条 ３ 号、留意事項通達第 ４

次の者は「犯罪少年」に当たるでしょうか。
１　正当な理由がなくて鉄パイプを隠して携帯していた高校生
２　タバコを吸った １9 歳の大学生
３　下級生に命令して万引きをさせた高校生

１〇 軽犯罪法 １条 ２号。拘留、科料も刑罰です（刑法 9 条）。

２× 喫煙は ２０ 歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律により禁

止された行為ですが、少年に対する罰則はないので犯罪には

当たりません。

３〇 共犯も犯罪に当たります（刑法 6０ 条以下）。

1 　犯 罪 少 年
⑴ 犯罪少年とは、「罪を犯した少年」をいう（少年法 ３ 条 １ 項 １ 号、規

則 ２ 条 ３ 号）。

ここで「罪」すなわち「犯罪」とは、刑罰を科されるべき行為をいう。

刑法典に限らず、特別刑法、各種行政法、条例の罰則規定に該当する行為

問

答

少年警察ハンドブック第２版_了.indb   111 2023/02/03   14:08:47



183

第 6 章　触 法 少 年

8２ 触法少年とは� 全

〔関係法令〕少年法 ３ 条 １ 項 ２ 号、規則 ２ 条 ３ 号、刑法 ４１ 条

触法少年は犯罪少年とはどこが異なるのですか。

犯罪構成要件に当たる行為をした点では共通ですが、１４ 歳未

満であるため、刑罰の対象とならない点が異なります。

犯罪少年は刑事訴訟法に基づく捜査の対象となるのに対し、触

法少年は少年法に基づく調査の対象になります。

また、家庭裁判所の保護処分よりも児童相談所の福祉的措置が

優先されるため、送致先は、検察官等ではなく、児童相談所長に

なります。

1 　触 法 少 年
⑴ 触法少年とは、「１４ 歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少

年」をいう（少年法 ３ 条 １ 項 ２ 号、規則 ２ 条 ３ 号）。

ここでいう「刑罰法令」には、刑法典だけでなく、特別刑法や行政法や

条例に定められた犯罪が全て含まれる。

⑵ 犯罪少年に比べると、触法少年は、①刑事未成年であり（刑法 ４１

問

答
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第 7 章　ぐ 犯 少 年

10６ ぐ犯少年とは� 全

〔関係法令〕少年法 ３ 条 １ 項 ３ 号、規則 ２ 条 ５ 号

地域警察官Aは、管内の住民から、近隣に住む少年B（１7 歳）

が暴力団構成員と親しくなり、粗暴な言動を繰り返して目に余
る、どうしたらよいか、との相談を受けました。暴行などの犯罪
行為は認定できません。Bの父親は暴力団周辺者、母親は家出し
て長く不在ということで家庭環境に問題がありそうです。
どのように対応すべきでしょうか。

ぐ犯少年としての措置を検討しますが、ぐ犯事案は少年警察部

門の専管事項なので、本署少年係に引き継ぐ必要があります。

不良行為少年としての対応も考えられますが、保護者の監護が

期待できない場合、補導措置の効果には限界があります。

1 　ぐ 犯 少 年
⑴ ぐ犯少年とは、ぐ犯事由のいずれかに該当し、かつ、その性格又は

環境に照らして、将来罪を犯し又は刑罰法令に触れる行為をするおそれの

ある少年をいう（少年法 ３ 条 １ 項 ３ 号、規則 ２ 条 ５ 号）（→ ４参照）。

問

答
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第 8 章　被 害 少 年

1２２ 被害少年とは� 全

〔関係法令〕規則 ２ 条 8 号

1 　被 害 少 年
⑴ 被害少年とは、犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により

被害を受けた少年をいう（規則 ２ 条 8 号）。

⑵ 少年が犯罪被害者となった場合が典型であるが、犯罪に至らない程

度のいじめや嫌がらせによって心身のダメージを受けた場合を含む。

⑶ 少年自身に被害者意識がない場合もこれに当たる。性風俗に従事す

る少女のように、大人が言いくるめて少年の規範意識を麻痺させ、被害者

意識を持たせないケースは、最も深刻な被害少年であるともいえる。

２ 　被害少年に対する措置
⑴ 被害少年への対応を直接規律する法律はない。もっぱら少年警察活

動規則に従い、助言指導などの支援的措置が行われる（→ １２３参照）。

⑵ 強制処分を認める法的根拠はないので、任意の措置のみ可能であ

る。

３ 　他の類型との関係
⑴ 要保護少年と被害少年が重複する場合、要保護少年として児童相談
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第 9 章　要保護少年

1２５ 要保護少年とは� 全

〔関係法令〕規則 ２ 条 9 号

1 　要保護少年
⑴ 要保護少年とは、児童福祉法による福祉のための措置又はこれに類

する保護のための措置が必要と認められる少年（非行少年又は児童虐待を受

けたと思われる児童に該当する場合を除く。）をいう（規則 ２ 条 9 号）。

⑵ 典型的には、保護者の監護下に置くことがむしろ少年の福祉を害す

る場合や、保護者がいない少年のように保護者に代わる監護を与える必要

がある場合がこれに当たる。

⑶ 非行少年に該当する場合が定義上除外されているのは、非行少年に

対しては家庭裁判所等において所要の措置が講じられるため、とりたてて

別途の対応を必要としないからである。

また、「児童虐待を受けたと思われる児童」に該当する場合が定義上除

外されているのは、規則 ３9 条の対象になるため、重複して対応する必要

がないからである。

２ 　要保護少年に関する措置
⑴ 要保護少年に対する措置の中心をなすのは、児童福祉法に基づく児

童相談所への通告である。しかし、原則 １8 歳以上の少年は児童福祉法の
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第 １0 章　児童虐待を受けたと思われる児童

1３0 「児童虐待を受けたと思われる児童」とは何か� 全

1 　定 義
「児童虐待を受けたと思われる児童」とは、児童虐待防止法 ２ 条に規定

する児童虐待を受けたと思われる児童をいう（規則 ２ 条 １０ 号）。

介入・保護の必要性がある点において要保護少年と共通するが、通告の

根拠法令が異なるほか、早期発見や安全確保の要請が特に強いなどの特徴

があるため、独自の類型として規定されている。

少年警察活動規則 ２ 条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。

十 児童虐待を受けたと思われる児童 児童虐待の防止等に関する法律第

２ 条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童をいう。

児童虐待防止法 ２ 条

この法律において、「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後

見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監

護する児童（１8 歳に満たない者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げ

る行為をいう。

一～四 （略）
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第 １１ 章　少年の処遇等

1４５ 警察による処遇① 継続補導� 少

〔関係法令〕規則 8 条、１３ 条 ３ 項、１４ 条 ２ 項、留意事項通達第 ３ 、第 ４ 、第 8

1 　継 続 補 導
⑴ 継続補導とは、少年の非行の防止を図るため、保護者の同意を得て、

少年に対して継続的な補導を行うことをいう（規則 8 条 ２ 項）１０５）。

なお、特定少年については、保護者の同意に代えて、少年本人の同意が

必要である（同条 ５ 項）。

少年警察活動規則 8 条

２  少年相談に係る少年について、その非行の防止を図るため特に必要と認

められる場合には、保護者の同意を得た上で、家庭、学校、交友その他の

環境について相当の改善が認められるまでの間、本人に対する助言又は指

導その他の補導を継続的に実施するものとする。

４ 少年サポートセンターにおいては、第２項の規定による補導の適切な実

施のため必要があるときは、保護者の同意を得た上で、これを学校関係者

105） 「補導」という用語に法令上の定義はないが、少年の補導（少年法 ２５ 条、風俗営業等の
規制及び業務の適正化等に関する法律 ３8 条）及び売春を行うおそれのある女子に対する補
導（旧売春防止法 １７ 条等）について用いられてきた。このうち売春防止法に基づく補導処
分は、実際上ほとんど死文化していたが、令和４年に成立した「困難な問題を抱える女性へ
の支援に関する法律」により制度上も廃止された。
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